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新千歳空港周辺環境整備財団では、新千歳空港の深夜・早朝時

間帯における航空機の離着陸回数の変更に関する地域の皆様との

合意事項に基づき、皆様がお住まいの住宅に実施する防音工事の

助成を行っています。 

 このパンフレットは、新規住宅防音工事の内容と申請の手続き

について、記載しています。 
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 新規住宅防音工事とは、道の新たな区域指定日（平成２７年１０月

３１日）に対策区域内に所在する住宅等のうち、６枠対策による防音

工事を実施していない住宅を対象に、防音工事を実施するものです。 

 

 

 

 

 対象となる住宅は次のとおりです。 

 

 ① 平成７年６月１日から平成２７年１０月３１日までに建設さ

れた住宅 

 ② 平成６年の６枠合意に基づく防音工事の対象住宅のうち、防音

工事を実施しなかった住宅 

 ③ 平成６年の６月合意に基づく防音工事実施後、平成２７年１０

月３１日までに建て替えられた住宅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規住宅防音工事とは？ 

対象となる住宅 

①
この期間に建設された

住宅が対象

②
６枠対策を実施しなかった

住宅が対象

③ ６枠対策を実施した後、建て替えられた住宅

６枠対策を実施した
住宅は対象外

Ｈ７．５．３１

（道指定日）

Ｈ２７．１０．３１

（道の新指定日）
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新規住宅防音工事は居室を対象としています。 

 専用調理室（台所）、玄関、廊下、浴室、その他居室以外の区画（ユ

ーティリティ）は対象外です。 

 対象室数は、１世帯あたり「家族数＋１」の居室を対象とし、３人

以下の世帯では５室（最低５室）までを対象としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 防衛省と道の対策区域が重複する区域は、両方の工事が実施できま

すが、防衛省の対象となる居室は、道の防音工事を実施することはで

きません。 

この場合、住宅の居室数と防衛省の工事対象室数に差がある場合、

その差室が工事対象となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ６枠対策以降に増築した居室がある場合、区域指定日時点の居室

数が対象室数の範囲内（家族数＋１、最低５室）であれば、その居

室は新規住宅防音工事の対象となります。 

対象となる工事区分と居室数 

和室１

洋室１居間

台所
脱衣所 風呂

玄関
ホール

和室２

Ｃ
Ｗ

洋室３

ホール

洋室２

３人家族

５室まで対象

（太枠の居室）

和室１

（防衛省）

洋室１

（道）

居間

（防衛省）

台所
脱衣所 風呂

玄関
ホール

和室２

（防衛省）

Ｃ
Ｗ

２人家族

洋室１が

道の対象
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 新規住宅防音工事は、「住宅防音工事共通標準仕様書」により、開口

部（窓）の遮音工事や空気調和機（換気設備、冷暖房設備の設置）な

ど必要な工事を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ Ｔ－２サッシとは、日本産業規格（ＪＩＳ）における遮音性能の等級で、

－３０ｄＢの遮音効果があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ、Ｂ工法 Ｃ工法 

新規住宅防音工事の内容 

Ａ工法 Ｂ工法 Ｃ工法

区域 対策区域① 対策区域② 対策区域③

①屋根

②天井

③壁

④外部開口部

⑤内部開口部

⑥床

空気調和機器

（※４）暖房機器は工法・工事対象室数により設置できる台数が決まっています。

　　　　既にＦＦストーブが設置されている場合は、新たにＦＦストーブを設置することはできません。

　　　　冷房機器設置対象室数は１室です。居室の広さにより機器能力が決まっています。

　（木造系住宅の場合（※１））

（※１）鉄筋コンクリート系については、天井、壁は原則として在来のまま。

（※２）著しく防音上有害な亀裂、隙間等がある場合は、同一仕上げ材等で補修。

（※３）防音サッシに代えて内窓の設置も可能

区分

工
事
内
容

在来のまま

防音天井に改造

防音壁に改造

防音サッシの取付（Ｔ－２）（※３）

防音建具（襖、ガラス戸等）の取付

在来のまま

換気扇、暖房機、冷房機器の設置（※４）

原則在来のまま
（※２）
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 新規住宅防音工事に係る助成率は１００／１００です。 

 助成金の交付対象経費は次のとおりです。 

 

   工事費（消費税等の経費を含む） 

   設計監理費 

   手続代行等業務費 

 

 助成金には限度額が設けられています。 

 限度額を超えた額、ご本人の都合で材料等をグレードアップするた

めの費用などについては自己負担となります。 

 住宅防音工事助成金交付決定前に実施した工事及び設置した設備

は、助成対象にならないので、ご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

工事の優先順は、評点基準を設定し、優先する要素を点数化し、点

数の高い順に実施します。 

【評点基準】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 騒音の影響の大きい地域 

◆ 障がい者や要介護者、高齢者（６５歳以上）、乳幼児の居住している住宅 

◆ 内窓や冷房装置の設置工事のみを希望する住宅など 

助成の額 

優先順位 



5 

 

 

 

 皆様から提出いただく書類、手続きの流れは次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ １年目に設計のみを行い設計に関する経費のみの助成を受けた場合は、２年目の

住宅防音工事にあたり、２年目にも「助成金交付申請」以降の手続を行います。 

新規住宅防音工事の手続き 

皆様 財団 項目（書類） 内容

現地調査
財団職員が、皆さんのお宅へ行き住宅や家族の状況について調査し
ます（設計業者や工事施工業者が立ち会います。）。

予定通知書
現地調査の結果、助成対象と判断した場合は財団から予定通知書を
送付します。
【注意】助成対象外となる場合もあります。

助成申込書 予定通知を受けた方は、助成申込書を財団に提出してください。

内定通知書
財団は、助成申込書の審査等を行い、内定者を決定し、内定通知書
を送付します。

事前審査用書類の提出 事前審査を受けるため、財団に設計図書等を提出してください。

事前審査終了通知書
設計図書等の審査を行い、適正であると認められた場合は、事前審
査終了通知書を送付します。

助成金交付申請書 財団へ、助成交付申請書を提出してください。

助成金交付決定書
財団は、助成交付申請書の審査を行い、交付すべきと認めた場合
は、助成交付決定通知書を送付します。

■ 工事・設計の契約
工事施工業者、設計監理業者、それぞれと契約を締結してくださ
い。

契約関係報告書 財団へ、契約書のコピーを提出してください。

■ 工事の実施
住宅防音工事を実施します。
工事期間中は、設計監理業者が施工監理を行います。

■ 完了検査の実施

住宅防音工事の完了後、皆さん（申請者）が設計監理業者と一緒
に、工事の完了検査を行ってください。
検査の結果、施工状況に不備や手直しがあった場合、工事施工業者
に是正させてください。
　　※財団の職員が立ち会う場合があります。

完了届出書の提出
皆さん（申請者）が完了検査を実施した結果、問題がなければ、財
団に完了届出書を提出してください。

検査合格通知書
財団は、完了届出の結果を確認し、合格と認めた場合は、合格通知
書を送付します。

実績報告書 財団あてに、実績報告書を提出してください。

助成額の
確定通知書

実績報告書が助成金の交付内容等と適合すると認めた場合は、助成
額の確定通知書を送付します。

助成金の請求書

財団あてに、助成金の請求書を提出してください。
助成金の請求に関する権限を、設計監理業者、工事施工業者に委任
した場合は、設計監理業者、工事施工業者が、財団に請求します
（委任状の提出が必要）。

助成金の交付

財団から皆さんへ助成金を支払います。
助成金の受け取りに関する権限を、設計監理業者、工事施工業者に
委任した場合は、財団から設計監理業者、工事施工業者に助成金を
支払います（この場合、委任状の提出が必要です）。
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設計監理業者、工事施工業者は、財団に登録した業者から選定して

ください。なお、未登録の工事施工業者であっても工事可能な場合も

あります。未登録の工事施工業者に工事を依頼したい場合は、（公財）

新千歳空港周辺環境整備財団に相談してください。 

住宅防音工事の実施にあたっては、皆様方が設計監理業者、工事施

工業者と契約を締結してください。 

 

 

 

新規住宅防音工事の実施に併せて、住宅防音対の補完工事、苫小牧

市冷房機器等設置事業を実施することができます。 

 住宅防音対策の補完工事、苫小牧市冷房機器等設置事業の詳細につ

いては、それぞれのパンフレットをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計監理業者、工事施工業者の選定 

その他 住宅防音対策の補完工事 

問い合わせ先 


